
豊橋市子どもの居場所づくり補助金交付要綱  

 

 （趣旨）  

第１条  この要綱は、豊橋市子どもの居場所づくり補助金（以下「補助金」という。）

の交付について、豊橋市補助金等交付規則（平成７年豊橋市規則第８号。以下「規

則」という。）に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。  

 （目的）  

第２条  この補助金は、地域における見守りの場としての機能が期待される子ども食堂

等（子ども食堂（子ども及びその保護者に無償又は低料金による食事の提供を行うこ

とをいう。）及び学習支援教室（子どもに無償で学習環境を提供し、学習支援を行う

ことをいう。）のことをいう。以下同じ。）による子どもの居場所づくりを支援するた

めに、予算の範囲内において補助金を交付することにより、市内における新たな子ど

もの居場所づくりの普及定着を目的とする。  

 （補助対象者）  

第３条  補助対象となる事業者（以下「補助対象者」という。）は、市内において子ど

も食堂等（開設後１年以内に限る。）を運営する団体又は個人とする。ただし、暴力

団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第 77 号）第２条第６号

に規定する暴力団員が役員となっている者又は同条第２号に規定する暴力団若しくは

暴力団員と密接な関係を有する者は、補助対象者となることができない。  

 （対象事業）  

第４条  補助金の交付対象とする事業（以下「補助事業」という。）は、子ども食堂等

を運営する事業であって、次に掲げる要件に該当するものとする。ただし、第１号及

び第２号の要件については、市長がやむを得ないと認める場合は、この限りでない。  

(１ ) 月１回以上又は学校の長期休業中に子ども食堂等を開催すること。  

(２ ) １回当たりの参加者が 10人以上であること。  

(３ ) 参加費を徴収する場合は、適正な水準に設定すること。  

(４ ) 子ども食堂を開設する場合は、開設前に保健所から指導を受け、責任者を常時

配置すること。  

(５ ) 子ども食堂等の開催時に、宗教活動、政治活動等の本事業に関わりの無い活動

を行わないこと。  

 （補助対象経費）  

第５条  補助金の対象となる経費（以下「補助対象経費」という。）は、前条に規定す

る事業について、別表の区分の欄に掲げる費用の区分に応じ、同表の補助対象経費の



欄に定める経費とする。  

 （補助金の額）  

第６条  補助金の額は、補助対象経費の合計額（参加費を徴収した場合は、当該参加費

を除く。）とし、予算の範囲内で交付する。ただし、子ども食堂等の１回の開催につ

き上限 10,000 円とし、当該年度につき 100,000 円を限度とする。  

 （交付の申請）  

第７条  補助金の交付を受けようとする者は、規則第４条第１項の規定に基づき補助金

等交付申請書に次に掲げる書類を添えて、当該年度の補助金の交付対象となる事業の

開始日までに提出しなければならない。  

(１ ) 概要説明書（様式１）  

(２ ) その他市長が必要と認める書類  

 （実績報告）  

第８条  補助事業を行った者は、補助事業が完了したときは、補助事業が完了した日か

ら起算して 20 日以内又は当該年度の末日までのいずれか早い日までに、規則第 10 条

第１項の補助事業等実績報告書に、次に掲げる書類を添えて市長に報告しなければな

らない。  

(１ ) 事業報告書（様式２）  

(２ ) 補助対象経費に係る領収書等の写し  

(３ ) その他市長が必要と認める書類  

 （概算払）  

第９条  規則第 13 条ただし書に規定する補助金等の全部又は一部を概算払で請求しよ

うとするときは、補助金請求書に補助金等交付決定通知書の写しを添えて、市長に提

出しなければならない。  

 （概算払の精算）  

第 10 条  前条の規定による請求をし、補助金の概算払を受けた者は、規則第 11 条に規

定する確定通知を受けた後、速やかにその確定通知に基づき当該補助金の精算をしな

ければならない。  

 （その他）  

第 11 条  この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。  

 

   附  則  

 この要綱は、令和２年 10 月１日から施行し、申請日以降に開催した子ども食堂等に

ついて適用する。  



附  則  

 この要綱は、令和３年６月１日から施行し、申請日以降に開催した子ども食堂等につ

いて適用する。  

附  則  

 この要綱は、令和４年 10 月１日から施行し、申請日以降に開催した子ども食堂等に

ついて適用する。  

 

 

別表（第５条関係）  

区分  補助対象経費  

子ども食堂等の運営に関する経費  

・需用費（消耗品費、燃料費、食事費、

印刷製本費及び光熱水費等）  

・役務費（通信運搬費、手数料及び保険

料等）  

・使用料及び賃貸料  

・その他事業に必要な経費  

 

  



様式１（第７条関係）  

概要説明書  

 

申 請 団 体 名 等  

代 表 者 名  

申 請 団 体 等 住 所   

T E L / F A X  TEL           FAX 

連 絡 先 

氏  名   

住  所   

TEL／ FAX TEL         FAX 

E-mail  

申 請 団 体 等 の 

活 動 内 容  
 

構成員（団体）数  
 市内在住･在勤者      人  

 その他           人  

備 考  



様式１  裏面（第７条関係）  

 

構成員名簿  

 

 氏   名  住所（市内・市外）  備  考  

１     

２     

３     

４     

５     

６     

７     

８     

９     

１０     

１１     

１２     

１３     

１４     

１５     

１６     

１７     

１８     

１９     

２０     

 

  



様式２（第８条関係）  

    年度  事業報告書  

補助対象とな

る事業の名称  

 
申請団体

名   等  

 

事業費  円  実施期間  
  年   月   日から  

  年   月   日まで  

活動分類  活動日  参加人数  活  動  内  容  

活動内容

（※）  

 

   

活動の効果  

 

※企画・運営等、全体の実績を記載すること。 

【例示】打ち合わせ、広報活動、イベント 等 

※事業の内容がわかる写真を添付すること。 


